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○委員長 水野智見君 

  こんにちは。ただいまより、皆さんお集まりですので、定刻より若干早いですけれども始

めさせていただきます。 

  本日は、付託案件の審査終了後に理事者退席後、所管事務調査についての打ち合わせを行

いたいと思いますのでご承知おきください。 

  なお、本日、伊藤俊一議員が欠席という届け出がありましたのでご報告いたします。 

  それでは、座って説明させていただきます。 

  それでは、防災建設常任委員会を開催します。 

  本委員会に付託されております案件は２件あります。慎重に審査をよろしくお願いしたい

と思います。 

  審査に先立ちまして、町長よりまずご挨拶をお願いします。 

○町長 横江淳一君 

  挨拶した。 

○委員長 水野智見君 

  どうもありがとうございました。 

  これより議事に入りますが、質疑、答弁につきましては、努めて簡潔明瞭にされるようお

願いいたします。 

  なお、議事整理上、発言は委員長の許可を得てからにしていただきますよう、よろしくお

願いします 

  それでは、議案第21号「蟹江町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」を議題

とします。 

  議案説明は済んでおりますが、補足説明はありますか。 

○消防長 奥村光司君 

  それでは、補足説明をさせていただきます。 

  今回の改正条例の提案理由についてでございます。改正が必要となった経緯につきまして

補足説明をさせていただきます。 

  一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる国家公務員の給与法でございますが、この給

与法が28年11月に改正されまして、29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されると

ころでございます。そこにおきまして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令、いわゆる基準政令でございますが、この基準政令におきまして損害補償の算定の基礎と

なる額、この加算額及び加算の対象につきましては、さきの給与法で定められている扶養手

当の支給額及び支給対象をもとに定められているところでございます。今般、その給与法が

改正されましたことから、基準政令で定められております扶養親族加算額及び加算対象区分

につきまして改正を実施する必要があり、平成29年３月29日に公布されております。蟹江町
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消防団員等公務災害補償条例につきましても、この改正に伴い改正するものでございます。 

  以上、改正の経緯について補足説明をさせていただきました。 

○委員長 水野智見君 

  ありがとうございます。 

  それでは、質疑に移りたいと思います。 

  何かございますか。別に質疑はよろしいですか。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  先に原案に反対者の発言を許します。 

（なしの声あり） 

  討論がないようですので、討論を終結して、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって議案第21号「蟹江町消防団員等公務災害補償条例の一

部改正について」は原案のとおり決定いたしました。 

  次に、議案第22号「町道路線廃止について」を議題とします。 

  議案説明は済んでおりますが、補足説明はありますか。 

○産業建設部長 伊藤保彦君 

  補足説明はございません。 

○委員長 水野智見君 

  補足説明がないようですので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はございますか。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  先に原案に反対者の発言を許します。 

（なしの声あり） 

  討論がないようですので、討論を終結して、原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって議案第22号「町道路線廃止について」は原案のとおり

決定いたしました。 

  以上で本日付託をされました案件は全て終了しました。 
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  なお、委員長報告の作成については、私にご一任をお願いしたいと思います。 

  これで防災建設常任委員会の審査を終わります。 

  ありがとうございました。 

（午後１時33分） 
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